
仕様書 
 
１．件  名  イオン照射研究施設等利用管理支援業務に係る労働者派遣契約① 
 
２．目  的   
本仕様書は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「QST」という。）高崎量子技術基盤

研究所先進ビーム利用施設部利用管理課の所掌業務であるイオン照射研究施設の区域管理に関すること、
イオン照射研究施設の共通使用施設等の管理に関すること及びイオン照射研究施設、電子線照射施設及
びガンマ線照射施設の運転計画の策定に関する業務に従事する労働派遣について定めたものである。 
 
３．業務内容 
本業務に係る作業は、利用管理課が所掌する実験室等及び共用箇所にて実施されるものである。 
具体的な作業は、以下のとおりであり、実施に際しては、本仕様書に定める事項の他、各種要領書、機

器取扱説明書等を十分理解した上で以下に示す派遣業務を行うこと。 
（１）実験課題等に関する業務 

① 実験課題募集に係る業務 
② 実験課題審査に係る業務 
③ 実験課題の配分に係る業務 
④ 実験課題に係る各種連絡、調整等対応業務 
⑤ イオン照射研究施設の実験計画書募集に係る業務 
⑥ イオン照射研究施設の実験計画割付に係る業務 
⑦ イオン照射研究施設施設利用に係る各種連絡、調整等対応業務 
⑧ イオン照射研究施設利用に係る集計作業 
⑨ 施設供用課題審査委員会及び高崎研施設機構内利用委員会に関する業務 
⑩ 関係書類等の管理及びそれに伴う必要な業務 
⑪ その他、実験課題及び実験計画等に係ることで必要な業務 
 

（２）共通施設・設備等の運転保守管理等に関する業務 
① 利用管理課管理箇所、イオン照射研究施設屋内外の共用区域及びそれら設備等の 

運転・保守・維持管理に関する業務 
② 液体窒素製造設備の点検・維持管理業務及び液体窒素在庫量の管理業務 
③ ガスボンベ置き場及び危険物倉庫等の点検・維持管理業務 
④ 仮眠設備の運用・点検・維持管理に関する業務 
⑤ イオン照射研究施設内の利用管理課管理箇所の照明設備の維持管理に係る業務 
⑥ 課長巡視点検随行 
⑦ 点検通路の確保作業（除雪・除草など） 

⑧ RI 使用施設及び利用管理課管理設備の保守維持管理業務 
⑨ 利用管理課管理備品、消耗品等の管理及びそれに伴う必要な業務 



 

⑩  利用管理課が管理している照射チャンバーに係る支援業務 
⑪ 実験課題及び実験計画の申請に係る支援業務 
⑫ 関係書類等の管理及びそれに伴う必要な業務 
⑬ 緊急時（事故、異常及び故障等）の対応作業 
⑭ その他、関係部署や外部業者等との調整・打合せ連絡及び資料作成等の運転・保守・

維持管理に必要な業務 
 

（３）イオン照射研究施設利用実験者等の窓口・受入れ等に関する業務 
① 実験者等の窓口・受入れ等に関する業務（代行） 
② 来訪者の窓口対応等に関する業務（代行） 
③ その他、関係部署や外部業者との調整・打合せ連絡等の窓口、受入等に必要な作業 

 
（４）その他上記(1)～(3)の付随的業務 

        上記業務に関連する業務で、派遣労働者の就業場所において自他に関わりなく派遣労働者の
業務とされているもの。また、避難訓練や安全講習等のQSTが開催する行事や安全教育へ
(1)～(3)の業務に支障を及ぼさない範囲で積極的に参加すること。 

 
４．必要な要件 

（１）QST 又は類似の加速器施設における放射線管理区域内作業に要求される放射線計測器、
放射性同位元素及び放射化物等の取り扱いに関する知識と技術を有すること。 

（２）第一種放射線取扱主任者の免状或いは同等の知識を有し、QST 又は類似の加速器施設に
おける放射線管理区域内での保守・維持・管理業務の実務経験が合計 3 年以上従事した
経験があること。 

（３）放射線業務従事者であり、法令で定められた健康診断及び教育訓練を受けていること。 
（４）QST 又は同規模のコールドエバポレータの管理業務の実務経験が１年以上従事した経験

があること。 
（５）IRAC 計算コードを用いて、イオン照射実験での生成物及びその生成量の計算ができる

こと。 
（６）クレーン運転の業務に係る特別教育修了以上の資格を有すること。 
（７）フォークリフト運転技能講習修了者であること。 
（８）玉掛技能講習終了者であること。 
（９）パソコンの操作に精通し、事務系パソコンソフト（Office365等）を用いて、文書や資料及

びデータ整理が可能であること。 
 
５．派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 

役職なし 
 
 



 

 
６．就業場所 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構  
高崎量子技術基盤研究所 先進ビーム利用施設部 利用管理課 
（住所：群馬県高崎市綿貫町１２３３） 
ただし、必要に応じて派遣労働者の自宅等 
TEL ：０２７－３３５－８４９０ 

 
７．組織単位 

高崎量子技術基盤研究所 先進ビーム利用施設部 利用管理課 
 
８．指揮命令者 

高崎量子技術基盤研究所 先進ビーム利用施設部 利用管理課長 
 
９．派遣期間 

令和 8 年 4月 1日から令和 9年 3 月 31 日 
 
10．就業日 

土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、その他QSTが指定する日（以
下「休日」という。）を除く毎日。 
ただし、QST の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。 
なお、法定休日は日曜日であり、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 

 
11．就業時間及び休憩時間 

(1)就業時間：9時から 17 時 30 分まで（休憩時間 60 分を含む） 
(2)休憩時間：12 時から 13 時まで 
必要に応じ、業務時間外であっても業務を実施する場合がある。 
なお、業務時間外の労働の対価は、別途精算払いを行う。 
派遣労働者が在宅勤務をする場合には、原則として就業時間外勤務及び出張・外勤を認めない。 

 
12．派遣先責任者 
高崎量子技術基盤研究所 管理部 庶務課長 

 
13．人員 1 名 
（派遣労働者が不測の事態により業務に従事できず、業務に支障を及ぼすと認められる場合は、交代要
員を配置させるなど、QST 職員と協議の上、必要な処置を講じること。） 

 
 



 

14．派遣労働者を受注者における無期雇用者若しくは６０歳以上の者に限定するか否かの別： 
派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」 
 

15．服務等 
教育訓練や一般健康診断については、派遣元が負担すること。 
特殊健康診断については、QSTが負担する。 
在宅勤務において、通信費・水道光熱費その他費用については派遣元又は派遣労働者の負担とする。 

 
16．提出書類  派遣労働者決定後、下記の書類を提出すること。 
（提出先及び提出部数：「指揮命令者」及び「派遣先責任者」に各１部提出） 

(1) 仕様書「４．必要な要件」に定める資格要件等を有することを証明する資料（派遣開始前までに） 
(2) 労働者派遣事業許可証（写）（契約後） 
(3) 派遣元の時間外休日勤務協定書（写）（契約後） 
(4) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号（契約後及び変更の都度速やかに） 
(5) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書（契約後及び変更の都度速やかに） 
(6) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類（契約後及び変更の都度速
やかに） 

※届出日付又は取得日付を含む。ただし、不要な個人情報は黒塗りとすること。 
(7) その他契約上必要となる書類 
 
※上記（5）の書類には、派遣する労働者の氏名、及び性別の記載を含むこと（派遣する労働者が４
５歳以上である場合はその旨（６０歳以上の場合はその旨）、１８歳未満である場合にあっては、年
齢を記載すること。）また、派遣する労働者についての健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保
険者資格取得届の提出の有無に関する記載及び派遣元において無期雇用であるか否かの別、協定対
象派遣労働者に限定するか否かの別についての記載を含むこと。 

 
17．検査条件 
毎月履行完了後、QST 職員が、所定の要件を満たしていることを確認したことをもって検査合格とす

る。 
 

18．その他 
（1）派遣期間終了後、派遣労働者を直接雇用する場合は、事前に派遣元に通知するものとする。 
（2）QST の業務の都合により本仕様書に定める業務場所以外（海外含む。）での出張等を命ずること

がある。この場合の出張旅費等については、別途精算払いを行う。 
（3）派遣元は、QSTが量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性

を社会に求められていることを認識し、労働者派遣法を始めとする法令のほかQST の規程等を遵
守し安全性に配慮して業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。 

（4）派遣元は、派遣労働者に欠務が生じるときは直ちに QST に連絡するものとし、速やかに交代要



 

員を派遣すること。 
（5）派遣元は、派遣労働者が放射線作業従事者として登録するために必要な教育（業務後、QSTが実

施すべき科目を除く。）を受講させること。 
（6）派遣労働者が在宅勤務をする場合、QSTの情報セキュリティ管理規程、情報セキュリティ対策基

準その他関連規程に定める内容を遵守すること。 
また、特に次の事項に注意しなければならない。 
① 在宅勤務の際に作成した成果物等を、QST 外の者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意

を払うこと。 
② ①に定める成果物等は紛失、毀損しないように厳格に取り扱い、確実な方法で保管及び管理

すること。 
(7）派遣元及び派遣労働者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各デー
タ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を QST の施設外に持ち出して発表若しくは公
開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。ただし、あらか
じめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。 

（8）派遣労働者は業務の実施にあたっては関係法令及び次に掲げる所内規程等を遵守すること。  
1. 放射性同位元素等の規制に関する法律 
2. 高崎量子技術基盤研究所放射線障害予防規程 
3. 高崎量子技術基盤研究所放射線安全取扱手引 
4. 高崎量子技術基盤研究所安全衛生管理規則 
5. 高崎量子技術基盤研究所電気工作物保安要領 

（9) 派遣元は派遣労働者に関して、労基法、労安法その他法令上の責任及び労働者の規律、秩序の維
持に関する責任を全て負うものとする。 

（10) 派遣労働者は事故又は災害等の異常事態等が発生した場合、QST の指示に従い行動するものと
する。なお、異常事態が加速器運転中に発生した場合は加速器の運転要領に定められた非常時の処
置を行うとともにQST の運転担当職員に報告するものとする。 

（11) 派遣労働者は、事故、故障等で勤務時間外に QST からの呼び出し通報を受けたときには、直ち
に出動して適宜な措置を講じるものとする。 

（12) 労働者の変更  
1. 派遣元が派遣労働者を変更しようとするときは、事前にQSTに通知するものとする。なお、後
任の派遣労働者の選定等については、予めQSTの確認を得るものとする。  

2. 派遣労働者の変更に際しては、派遣元の責任において業務の引継ぎ、その他業務を円滑に実施す
るための措置を講じるものとする。 

（13) 派遣元は、本契約の期間終了に伴い、本契約の業務が次年度においても継続的かつ円滑に遂行で
きるよう、新規派遣労働者に対して、QST が実施する基本作業マニュアル、現場等における設備・
機器類、作業実施状況、安全管理上の留意点などの基本事項説明への協力を行うこと。なお、基本事
項説明の詳細は、QST、派遣元及び新規派遣従事者間で協議のうえ、一定の期間（３週間以内）を定
めて本契約の期間終了日までに実施する。 

（14) 派遣労働者は QST が伝染性の疾病（新型インフルエンザ、新型コロナ感染症等）に対する対策



 

を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 

 
19．グリーン購入法の推進 

(1)本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用
する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。 

(2)本仕様に定める提出書類（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」
の基準を満たしたものであること。 

 
20．協議 
本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QST と

協議のうえ、その決定に従うものとする｡ 
 

（要求者） 
部課（室）名：高崎量子技術基盤研究所  

先進ビーム利用施設部 利用管理課 
氏    名：杉本 雅樹  

 


